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【Ⅱ－６ 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組－

③】 

③ 感染症の入院患者に対する感染対策及び個室管

理の評価 
 

第１ 基本的な考え方 
 

院内感染防止等の観点から感染対策が特に必要となる感染症の入院患
者について、必要な感染管理及び個室管理を新たに評価する。 

 
第２ 具体的な内容 
 

１．感染症法上の三類感染症、四類感染症、五類感染症及び指定感染症
に位置付けられる感染症の患者及び疑似症患者のうち感染対策が特に
必要な患者を入院させて適切な感染管理を行った場合の加算を新設す
る。 

 
（新）  特定感染症入院医療管理加算（１日につき）     

１ 治療室の場合      200 点 
２ それ以外の場合     100 点 
          

［対象患者］ 
感染症法上の三類感染症の患者、四類感染症の患者、五類感染症の

患者及び指定感染症の患者並びにそれらの疑似症患者のうち感染対策
が特に必要なもの 

 
［算定要件］ 

感染症法上の三類感染症の患者、四類感染症の患者、五類感染症の
患者及び指定感染症の患者並びにそれらの疑似症患者のうち感染対策
が特に必要なものに対して、適切な感染防止対策を実施した場合に、
１入院に限り７日（当該感染症を他の患者に感染させるおそれが高い
ことが明らかであり、感染対策の必要性が特に認められる患者に対す
る場合を除く。）を限度として、算定する。ただし、疑似症患者につい
ては、初日に限り所定点数に加算する。 

 
   ※ 感染対策が特に必要な患者については、次の感染症に感染した患

者を想定。 
 
（三類感染症、四類感染症、五類感染症及び指定感染症のうち、感染



 

388 

 

対策が特に重要である感染症） 
狂犬病、鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く。）、エムポ
ックス、重症熱性血小板減少症候群（病原体がフレボウイルス属ＳＦ
ＴＳウイルスであるものに限る。）、腎症候性出血熱、ニパウイルス感
染症、ハンタウイルス肺症候群、ヘンドラウイルス感染症、インフル
エンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）、
後天性免疫不全症候群（ニューモシスチス肺炎に限る。）、麻しん、メ
チシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、ＲＳウイルス感染症、カルバペ
ネム耐性腸内細菌目細菌感染症、感染性胃腸炎（病原体がノロウイル
スであるものに限る。）、急性弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く。病原
体がエンテロウイルスによるものに限る。）、新型コロナウイルス感染
症、侵襲性髄膜炎菌感染症、水痘、先天性風しん症候群、バンコマイ
シン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、
百日咳、風しん、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、無菌性髄膜炎（病
原体がパルボウイルスＢ19 によるものに限る。）、薬剤耐性アシネトバ
クター感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症及び流行性耳下腺炎並びに感染
症法上の指定感染症 

 
２．特定感染症入院医療管理加算の新設に伴い、二類感染症患者入院診

療加算が算定可能な入院料の範囲を見直す。 

    

改定案 現行 

【特定集中治療室管理料】 

注３ 第１章基本診療料並びに第２

章第３部検査、第６部注射、第

９部処置及び第 13 部病理診断の

うち次に掲げるものは、特定集

中治療室管理料に含まれるもの

とする。 

イ 入院基本料 

ロ 入院基本料等加算（臨床研

修病院入院診療加算、超急性

期脳卒中加算、妊産婦緊急搬

送入院加算、医師事務作業補

助体制加算、特定感染症入院

医療管理加算、難病等特別入

院診療加算（二類感染症患者

入院診療加算に限る。）、地域

加算、（中略）、排尿自立支援

加算及び地域医療体制確保加

算を除く。） 

 

【特定集中治療室管理料】 

注３ 第１章基本診療料並びに第２

章第３部検査、第６部注射、第

９部処置及び第 13 部病理診断の

うち次に掲げるものは、特定集

中治療室管理料に含まれるもの

とする。 

イ 入院基本料 

ロ 入院基本料等加算（臨床研

修病院入院診療加算、超急性

期脳卒中加算、妊産婦緊急搬

送入院加算、医師事務作業補

助体制加算、地域加算、離島

加算、精神科リエゾンチーム

加算、がん拠点病院加算、医

療安全対策加算、感染対策向

上加算、患者サポート体制充

実加算、重症患者初期支援充

実加算、報告書管理体制加

算、褥瘡ハイリスク患者ケア
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ハ～チ （略） 

 

※ 救命救急入院料、ハイケアユニ

ット入院医療管理料、脳卒中ケアユ

ニット入院医療管理料、小児特定集

中治療室管理料、新生児特定集中治

療室管理料、総合周産期特定集中治

療室管理料、新生児治療回復室入院

医療管理料についても同様。 

加算、術後疼痛管理チーム加

算、病棟薬剤業務実施加算

２、データ提出加算、入退院

支援加算（１のイ及び３に限

る。）、認知症ケア加算、せん

妄ハイリスク患者ケア加算、

精神疾患診療体制加算、排尿

自立支援加算及び地域医療体

制確保加算を除く。） 

ハ～チ （略） 

 

 

 
 
３．感染症法上の二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、

新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症に位置づけられる感染症
であって、個室管理又は陰圧室管理の必要性が特に高い患者を個室又
は陰圧室で管理した場合の評価の必要性を踏まえ、二類感染症患者療
養環境特別加算について、名称を特定感染症患者療養環境特別加算に
見直すとともに、対象となる感染症及び算定可能な入院料の範囲を見
直す。 

 

改定案 現行 

【特定感染症患者療養環境特別加

算】 

[算定要件] 

注 保険医療機関に入院している患

者であって、次に掲げる感染症の

患者及びその疑似症患者のうち個

室又は陰圧室に入院させる必要性

が特に高い患者（第１節の入院基

本料（特別入院基本料等を含む。）

又は第３節の特定入院料のうち、

特定感染症患者療養環境特別加算

を算定できるものを現に算定して

いる患者に限る。）について、必要

【二類感染症患者療養環境特別加

算】 

[算定要件] 

注 保険医療機関に入院している感

染症法第６条第３項に規定する二

類感染症に感染している患者及び

同条第７項に規定する新型インフ

ルエンザ等感染症の患者並びにそ

れらの疑似症患者（第１節の入院

基本料（特別入院基本料等を含

む。）又は第３節の特定入院料のう

ち、二類感染症患者療養環境特別

加算を算定できるものを現に算定
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を認めて個室又は陰圧室に入院さ

せた場合に、個室加算又は陰圧室

加算として、それぞれ所定点数に

加算する。ただし、疑似症患者に

ついては、初日に限り所定点数に

加算する。 

イ 感染症法第６条第３項に規定

する二類感染症 

ロ 感染症法第６条第４項に規定

する三類感染症 

ハ 感染症法第６条第５項に規定

する四類感染症 

二 感染症法第６条第６項に規定

する五類感染症 

ホ 感染症法第６条第７項に規定

する新型インフルエンザ等感染

症 

へ 感染症法第６条第８項に規定

する指定感染症 

 

(1) 特定感染症患者療養環境特別加

算の対象となる者は、以下の感染症

の患者及びそれらの疑似症患者であ

って、保険医が他者に感染させるお

それがあると認め、状態に応じて、

個室または陰圧室に入院した者であ

る。 

 

 

 

（個室加算の対象となる感染症） 

狂犬病、鳥インフルエンザ（特定鳥

インフルエンザを除く。）、エムポッ

クス、重症熱性血小板減少症候群

（病原体がフレボウイルス属ＳＦＴ

Ｓウイルスであるものに限る。）、腎

症候性出血熱、ニパウイルス感染

症、ハンタウイルス肺症候群、ヘン

ドラウイルス感染症、インフルエン

ザ（鳥インフルエンザ及び新型イン

フルエンザ等感染症を除く。）、麻し

ん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌

感染症、ＲＳウイルス感染症、カル

バペネム耐性腸内細菌目細菌感染

している患者に限る。）について、

必要を認めて個室又は陰圧室に入

院させた場合に、個室加算又は陰

圧室加算として、それぞれ所定点

数に加算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 二類感染症患者療養環境特別加

算の対象となる者は、感染症法第６

条第３項に規定する二類感染症の疾

病を有する患者、新型インフルエン

ザの患者及びそれらの疑似症患者で

あって、保険医が他者に感染させる

おそれがあると認め、状態に応じ

て、個室または陰圧室に入院した者

である。 

 

（新設） 
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症、感染性胃腸炎（病原体がノロウ

イルスであるものに限る。）、急性弛

緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く。病

原体がエンテロウイルスによるもの

に限る。）、新型コロナウイルス感染

症、侵襲性髄膜炎菌感染症、水痘、

先天性風しん症候群、バンコマイシ

ン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バン

コマイシン耐性腸球菌感染症、百日

咳、風しん、ペニシリン耐性肺炎球

菌感染症、無菌性髄膜炎（病原体が

パルボウイルスＢ19 によるものに限

る。）、薬剤耐性アシネトバクター感

染症、薬剤耐性緑膿菌感染症及び流

行性耳下腺炎並びに感染症法第６条

第３項に規定する二類感染症、同法

同条第７項に規定する新型インフル

エンザ等感染症及び同法同条第８項

に規定する指定感染症 

 

（陰圧室加算の対象となる感染症） 

鳥インフルエンザ（特定鳥インフル

エンザを除く。）、麻しん、新型コロ

ナウイルス感染症及び水痘並びに感

染症法第６条第３項に規定する二類

感染症、同法同条第７項に規定する

新型インフルエンザ等感染症及び同

法同条第８項に規定する指定感染症 

 

【地域包括ケア病棟入院料】 

注６ 診療に係る費用（注３から注

５まで及び注７に規定する加

算、第２節に規定する臨床研修

病院入院診療加算、在宅患者緊

急入院診療加算、医師事務作業

補助体制加算、地域加算、離島

加算、特定感染症患者療養環境

特別加算、医療安全対策加算、

（中略）、第 11 部麻酔並びに除

外薬剤・注射薬の費用を除く。）

は、地域包括ケア病棟入院料

１、地域包括ケア入院医療管理

料１、地域包括ケア病棟入院料

２、地域包括ケア入院医療管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域包括ケア病棟入院料】 

注６ 診療に係る費用（注３から注

５まで及び注７に規定する加

算、第２節に規定する臨床研修

病院入院診療加算、在宅患者緊

急入院診療加算、医師事務作業

補助体制加算、地域加算、離島

加算、医療安全対策加算、（中

略）、第 11 部麻酔並びに除外薬

剤・注射薬の費用を除く。）は、

地域包括ケア病棟入院料１、地

域包括ケア入院医療管理料１、

地域包括ケア病棟入院料２、地

域包括ケア入院医療管理料２、

地域包括ケア病棟入院料３、地



 

392 

 

料２、地域包括ケア病棟入院料

３、地域包括ケア入院医療管理

料３、地域包括ケア病棟入院料

４及び地域包括ケア入院医療管

理料４に含まれるものとする。 

 

※ 特殊疾患入院医療管理料、小児

入院医療管理料、回復期リハビリ

テーション病棟入院料、特殊疾患

病棟入院料、緩和ケア病棟入院

料、精神科救急急性期医療入院

料、精神科急性期治療病棟入院

料、精神科救急・合併症入院料、

児童・思春期精神科入院医療管理

料、精神療養病棟入院料、認知症

治療病棟入院料、精神科地域包括

ケア病棟入院料、特定一般病棟入

院料、地域移行強化病棟入院料及

び特定機能病院リハビリテーショ

ン入院料についても同様。 

域包括ケア入院医療管理料３、

地域包括ケア病棟入院料４及び

地域包括ケア入院医療管理料４

に含まれるものとする。 




